
日本遺産「石見の火山」観光コンテンツ造成・実証支援事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 大田市日本遺産推進協議会（以下「協議会」という。）は、日本遺産「石見の火山」観光

コンテンツ造成・実証支援事業を実施する団体等への補助金（以下「補助金」という。）を予算

の範囲内で交付するものとし、その交付については、この要綱の定めるところによる。 

 

（補助金の目的） 

第２条 日本遺産「石見の火山が伝える悠久の歴史～‶縄文の森″‶銀の山″と出逢える旅へ～」

を活用した新たな観光コンテンツ若しくは旅行商品の造成又は既存コンテンツ等の磨き上げ及

び実証を実施する事業を支援し、将来的な旅行商品化及び継続的な販売につなげることにより、

来訪者の増加、滞在時間の延長及び地域内消費の拡大を図り、地域事業者の自走的な観光事業

の確立に資することを目的とする。 

 

（補助対象者） 

第３条 補助対象者は、次の要件を満たす者とする。 

（１）市内に事業所又は住所を有し、大田市の観光振興に関わる事業者又は団体等（飲食業者、  

  宿泊業者、食品製造業者、観光施設等運営事業者、商工団体、地域団体、NPO 法人等をい 

  う。） 

（２）その他、会長が適当と認める事業者又は団体等 

 

（補助対象事業） 

第４条 補助金の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、次の各号に掲げる要件を

全て満たす事業とする。 

（１）日本遺産ストーリーを活用した新たな観光コンテンツ若しくは旅行商品の造成又は既存 

  コンテンツ等の磨き上げ及び実証を行うこと 

（２）補助年度内においてモニターツアー、体験プログラム、実証イベント等の試行実施まで 

  行うこと 

 （３）本事業は新たな観光コンテンツ若しくは旅行商品の造成又は既存コンテンツ等の磨き上 

   げ及び実証段階を支援するものであり、販売及び催行に当たっては旅行業法その他関係法 

   令を遵守するとともに、必要に応じて旅行業者、宿泊事業者、交通事業者等との連携体制 

   の構築に努めること 

 （４）観光コンテンツ若しくは旅行商品について、次の要件に該当すること 

ア １人あたりの販売価格が 3,000 円（消費税及び地方消費税を含む）以上となる内容 

  であること 

イ １商品あたり 10 名以上の参加見込みがあること 

ウ 市内に２時間以上の滞在が見込まれる内容であること 

   エ 募集に係る広告物について、補助年度及び補助事業の完了した日の属する年度の翌   



     年度末まで、本支援事業の適用を受けていることを表示すること 

オ 日本遺産「石見の火山が伝える悠久の歴史」にちなんだ新規性、独創性の高い観光 

  コンテンツ若しくは旅行商品又は既存コンテンツ等の高付加価値化、販売力強化、 

  体験価値向上その他の磨き上げが図られていること 

（５）補助年度に造成又は磨き上げを行った観光コンテンツ若しくは旅行商品について、実証 

  結果等を踏まえ必要な改善を行いながら、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度か 

  ら３年間継続して、年間に３回以上販売及び催行すること 

（６）集客数、販売実績、経済波及効果の測定を行うこと 

 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、次の各号に掲げる経費と

する。 

（１）事業周知に係る経費 

  ア 広告費 

  イ 印刷製本費 

（２）事業運営経費 

  ア 委託料 

  イ 謝金、費用弁償 

  ウ 賃金（事業準備や当日の運営等事業執行に直接係るもの） 

  エ 材料費及び消耗品費（参加者特典等） 

  オ 使用料及び借り上げ料 

  カ 保険料 

  キ 通信運搬費 

（３）その他事業実施に必要と認められる経費 

 

（補助率及び補助限度額） 

第６条 補助対象経費に係る補助金の額は、補助対象経費の５分の４以内の額とし、２００千円

を上限とする。ただし、モニター実証等において参加費等を徴収する場合、収支に余剰が生じ

たときはその相当額を減額するものとする。 

 

（他の補助金等との調整） 

第７条 補助対象事業が、大田市の他の補助金等の対象となって補助金等の交付を受けた事業等

と同一又は一体であると認められる場合には、補助金の交付は行わないものとし、既に交付の

決定をしているときは、その決定を取り消すものとする。ただし、会長が特別な事情があると

認めたときは、この限りでない。 

 

（補助事業の実施期間） 

第８条 補助事業の実施期間は、補助金の交付の決定があった日から当該年度の２月末日までと

する。ただし、会長が特別な事情があると認めた場合は、この限りではない。 



（補助金の交付申請） 

第９条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書（様式第 1 号）に必要書類を添

えて会長に提出しなければならない。 

 ２ この補助金の交付申請は、単年度において 1申請者につき 1 回のみとする。 

 

（申請内容の審査） 

第 10条 会長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、事業内容を審査の上、補助金

支給の適否及び補助金の額を決定する。適当と認めた場合は、補助金交付決定通知書（様式第

2 号）を補助対象者に送付するものとする。また、審査の結果、不採択となった場合は、補助

金不採択通知書（様式第 3号）により通知するものとする。 

 ２ 前項の決定には、必要に応じて条件を付すことができる。 

 

（決定内容の変更等） 

第 11 条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、事

業の内容を変更し、又は事業を中止する場合には、補助金等変更・中止(廃止)承認申請書（様式

第 4号）を会長に提出し、承認を得なければならない。 

 

（実績報告） 

第 12 条 補助事業者は、補助事業が完了したときには、補助事業実績報告書（様式第 5号）を会

長に提出しなければならない。なお、実績報告書の提出期限は、補助事業完了後 30日を経過す

る日又は補助金の交付の決定があった日の属する年度の３月末日のいずれか早い日とする。 

 

 (補助金等の額の確定) 

第 13 条 会長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告書等の書類の審査及び必 

 要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金等の交付の決定の  

 内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、 

 交付すべき補助金等の額を確定し、補助金交付確定通知書(様式第 6号)により当該補助事業者 

 に通知するものとする。 

 

（補助金の支払い） 

第 14 条 補助事業者は、前条の規定による額の確定通知を受け、補助金等の交付を受けようとす

るときは、補助金交付請求書(様式第 7号)を会長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、会長が必要と認める時は、請求に基づき補助金の概算払いをする

ことができるものとし、その方法については、前項に準ずるものとする。 

 

（補助金の交付決定の取消し） 

第 15 条 会長は、補助事業者が補助金を他の用途に使用し、又は補助金の交付決定の内容に違反   

 したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、 

 当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、会長は、その返還を求める 

 ことができる。 

 



(補助事業の実施状況報告) 

第 16 条 補助事業者は、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から３年間、当該年度にお 

 ける補助事業の実施状況について、当該年度終了後 30 日を経過した日までに、実施状況報告書 

 (様式第 8号)を提出しなければならない。 

 

（旅行業法等の遵守） 

第 17 条 本事業は新たな観光コンテンツ若しくは旅行商品の造成又は既存コンテンツ等の磨き

上げ及び実証段階を支援するものであり、補助事業者は旅行業法その他関係法令を遵守し事業

を実施するものとする。 

 

（その他） 

第 18 条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和 8年 6月 1日から適用する。 

（経過措置） 

２ この要綱は、令和 9年 3月 31 日限り、その効力を失う。ただし、第 16条の規定は、同日後 

 もなおその効力を有する。 


